
新型コロナウィルスへの対応 

               園長 川口 公男   
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家庭子 

子どもへの感染を防ぐ 

自らへの感染を防ぐ 危 機 

回 避 方 法 

     園での取組み 

 

    職員自らの取組み 

コロナウィルスを園内に持ち

込まない 

１ 登園したら全園児に手洗いをさ

せる。 

２ 保育室のこまかな換気をする。 

３ 園生活でのマスク着用を徹底す

る。(園バス等密閉空間) 

４ 園室内及び給食等の活動時に体

形を工夫し,隣・前後に空間を保

つ。 

５ 園児が手に触れる場所,おもち

ゃ等は毎日,消毒する。(ドアノブや

階段手すり,テーブル等) 

６ 登園時の検温と健康観察を実施

する。(３７，５度以上及び風邪症

状の場合,保護者に連絡・降園) 

 

コロナウィルスを家庭・園内

に持ち込まない 

１ 登園したら手の消毒をする。 

２ 職員室・保育室に入室前は必

ず手の消毒をする。 

３ 登園前に職員自らの検温と健

康観察を行う。(３７．５度以上

の発熱及び風邪の症状がある場

合は出勤を控える。⇒園長に報

告し指示を得る 

４ 私的に県外に移動する場合,事

前に園長に報告し指示を得る。 

５ 三密「換気の悪い密閉された

空間」「多数が集まる密集場所」

「まじかでの会話や発声等密接

場面」には私的でも行かない。 

 

 

 

 

 

                 家庭での取組み 

 コロナウィルスを家庭に持ち込まない 

１ 降園等帰宅したら,こまめな手洗い,うがいを徹底する。 

２ 園児については,登園前の体温計測の徹底と３７，５度以上の発熱があ

る場合登園を控える。(厚生労働省) 

３ 園児に強い倦怠感や息苦しさがある場合は,登園を控える。(厚生労働省) 

４ 登園時のマスク着用を徹底する。(自他への感染を防ぐ) 

 


